
 地域用水環境整備事業（拡充） 
～小水力発電施設整備等の追加～ 

 
 【２，２０１（２，１９９）百万円】 

 

 
 
 

（農業用水の未利用水力エネルギー） 

・  既設の農業用ダム、農業用水路の未利用エネルギーは約８．８万ｋＷ 

（（財）新エネルギー財団調べ） 

・  一般家庭約９．５万戸分の電力に相当するものと試算 

  

 
 
 

 

＜拡充内容＞ 

近年のＣＯ2削減に対する世界的要請等の社会情勢を背景に、農業生産における自然エ

ネルギーへの転換は、農業の体質強化及び社会情勢に応える有効な手法です。 

このことから、農業用水の水力エネルギーを活用した小水力発電施設の導入を支援する

ため、地域用水環境整備事業に以下の内容を追加します。 

① 施設整備 
農業用水利施設を活用した小水力発電施設の新設、更新を行います。 

② 導入支援 
発電施設設置に係る経済性の検討を行います。 

 

＜事業実施主体等＞ 

１．事業実施主体    都道府県 
市町村、土地改良区（統合補助金） 
（ただし、導入支援については都道府県に限る。） 

２．補助率          農林水産省、北海道、離島５０％、奄美５２％、 
沖縄２／３ 

３．事業実施期間    平成２１年度～ 
         （ただし、導入支援については平成２５年度まで） 
 
 

【担当】農村振興局水資源課 

      石川・畠山（０３）３５０２－６２４６（直） 

 
 
 

 

農業水利施設を活用した小水力発電施設整備等の追加により、農村地域にお

ける自然エネルギーへの転換及び低炭素社会づくりを推進します。 

対策のポイント 

 
農業水利施設の持つ自然エネルギーの効率的な活用により、土地改良施設の

維持管理費の節減及びＣＯ2排出削減による低炭素社会づくりを推進 

政策目標 



 
地域用水環境整備事業（歴史的施設保全事業）（拡充） 

 
 【１３１（１３）百万円】 

 

 
 
 
 

（歴史まちづくり法） 

  文部科学省、国土交通省及び農林水産省の共管により「地域における歴史的風致の維持

及び向上に関する法律」（以下、「歴史まちづくり法」という。）が平成 20 年５月に公布さ

れ、歴史的まちなみ等の維持保全への国の努力義務が規定されています。 

 

 

 

 

 

＜拡充内容＞ 

文化財の指定、登録を受けている末端支配面積20ｈａ以上の農業用水利施設を対象とし

た修復などの現行制度に以下の採択要件を加え、歴史的風致を形成する農業用水利施設の

維持保全を図ります。 

［採択要件］ 
① 歴史まちづくり法の歴史的風致の維持及び向上に関する計画（以下、「維持向上計

画」という。）で位置づけされた農業用水利施設を対象とします。 
②  一連の群として関連性を持って文化財又は歴史まちづくり法の維持向上計画に指

定等された複数の施設の末端支配面積の合計が 20ｈａ以上あれば事業対象とします。 
③ 上記①、②の対象施設となる農業用水利施設の整備と一体となって実施する維持補

修技術の習得等を追加します。 
 

＜事業実施主体等＞ 

１．事業実施主体    都道府県 
市町村、土地改良区（統合補助事業） 

         （ただし、維持向上計画で位置づけされた施設を対象とする

場合は、都道府県、市町村に限る。） 
２．補助率          ５０％（ただし、沖縄にあっては７５％） 
３．事業実施期間    平成２１年度～（ただし、③の維持補修技術の習得等につい

ては、１地区最大３年間の実施） 
 

 

【担当】農村振興局水資源課 

       石川・畠山（０３）３５０２－６２４６（直） 

 

従来から対応している歴史的価値のある農業水利施設の維持保全等に加え、

歴史まちづくり法で位置づけのある施設に対する修復等も行うことにより、歴

史的風致を形成する農業用水利施設の維持保全を図ります。 

対策のポイント 

 
歴史的風致を形成する施設の修復等を行い、地域のもつ伝統、文化の継承を

図るとともに地域の活性化及び農村振興を推進 

政策目標 




